
出
産
の
た
め
仕
事

を
休
み
給
与
が
受
け

ら
れ
な
い
と
き
に
は
、

そ
の
間
の
給
与
の
保

障
を
一
部
補
て
ん
す

る
役
割
を
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
の

制
度
を
「
出
産
手
当

金
」
と
い
い
ま
す
。

健
康
保
険
の
被
保

険
者
（
働
い
て
い
る

本
人
）
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
事
業
主
で
あ
っ

て
も
出
産
手
当
金
を

受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
出
産
手
当

金
は
、
出
産
す
る
本

人
の
み
受
給
で
き
る

手
当
金
で
す
。
妻
の

出
産
に
立
ち
会
う
た

め
、
会
社
を
休
ん
だ

夫
自
身
が
受
給
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

出
産
手
当
金
を
受
給
す
る
た
め

に
は
、
二
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
妊
娠
四
か
月
（
八
五
日
）
以
上

の
出
産
で
あ
る
こ
と
。
早
産
、
死

産
、
流
産
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問

い
ま
せ
ん
。

・
給
与
が
ゼ
ロ
か
相
当
減
額
し
て

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
ん
で
い

る
間
に
給
与
の
一
部
を
受
け
取
っ

て
も
、
出
産
手
当
金
よ
り
も
少
な

け
れ
ば
、
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す

（
図
1
）
。

条
件
を
満
た
せ
ば
、
原
則
と
し

て
１
日
に
つ
き
標
準
報
酬
日
額

（
標
準
報
酬
月
額
の
三
〇
分
の
一
）

の
三
分
の
二
相
当
額
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

出
産
手
当
金
は
、
出
産
日
以
前

四
二
日
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
九

八
日
）
か
ら
出
産
日
後
五
六
日
ま

で
の
間
で
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
出
産
が
予
定
日

と
お
り
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
出
産
が
遅
れ
た
期

間
に
つ
い
て
も
、
出
産
手
当
金
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図

2
）
。

出
産
し
て
育
児
休
業
取
得
後
に

復
職
予
定
で
い
た
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
や
む
な
く
退
職
す
る
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
す
。
出
産
手
当
金
は
、

次
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
退
職
し

て
も
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
図
3
）
。
た
だ
し
、
出
産
手
当

金
を
日
額
三
六
一
二
円
以
上
受
給

し
て
い
る
期
間
は
、
健
康
保
険
被

扶
養
者
お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
第

３
号
被
保
険
者
に
な
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

次
回
は
、
埋
葬
料
（
費
）
に
つ

い
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

第17号 藤田社会保険労務士事務所だより 平成22年10月1日

第17号

発行所

藤田社会保険

労務士事務所

京都市伏見区

年
金
事
務
所
や
年
金
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セ
ン
タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

「
ね
ん
き
ん
」

無
料
相
談
受
付
中

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊
社
の

個
人
情
報
保
護
方
針
に
基
づ
き
厳
重

に
管
理
い
た
し
ま
す
。

産
前
産
後
休
暇
の

給
与
補
て
ん
に

受
給
の
た
め
の
二
つ
の
条
件

出
産
予
定
日
よ
り
も
遅
れ
た

と
き
は

産
前
産
後
休
業
中
に
退
職

し
て
も

≪出産手当金が

受給できる場合・例１≫

全額受給
0円

給与支給額
（１日当たり）

出産手当金
（日額）

（図1）

≪出産手当金が

受給できる場合・例2≫

差額受給

給与
（１日当たり）

出産手当金
（日額）

≪出産手当金が

受給できない場合≫

給与支給額
（１日当たり）

出産手当金
（日額）

受給不可

給与支給額のほうが多い

出産日以前４２日 ＋α日 出産日後56日

≪出産手当金受給期間・例２≫

①. 退職日までに継続して１年以上の被保険者期間があること

②. 退職日に出勤していないこと

③. 出産日以前42日の一部が在職期間と重複していること

（
図

２
）

出産日以前４２日 出産日後56日

≪出産手当金受給期間・例1≫

（
図
３
）

出産日

出産予定日 出産日



現
在
、
京
都
府
で
は
生
活
保
護

受
給
額
が
最
低
賃
金
を
上
回
っ
て

い
ま
す
。
生
活
保
護
受
給
額
と
の

整
合
性
を
図
る
た
め
、
今
回
で
そ

の
差
を
解
消
す
る
こ
と
を
決
定
し

ま
し
た
。
京
都
府
下
に
あ
る
事
業

所
で
就
労
す
る
際
に
支
払
わ
れ
る

賃
金
額
の
最
低
限
度
は
、
今
年

一
〇
月
一
七
日
よ
り
現
行
の
時
間

額
七
二
九
円
か
ら
七
四
九
円
に
改

定
さ
れ
る
予
定
で
す
（
特
定
の
産

業
に
は
別
途
、
産
業
別
最
低
賃
金

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
）
。
昨
年

と
比
較
す
る
と
二
〇
円
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る

賃
金
に
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
基

本
給
は
も
ち
ろ
ん
、
各
諸
手
当
も

対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
精

皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
家
族

手
当
は
対
象
外
で
す
。
ま
た
、
残

業
代
や
賞
与
も
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

売
上
げ
も
回
復
し
な
い
ま
ま
で
、

賃
金
だ
け
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
企
業
の
経
営
状
況
を
悪
化

さ
せ
る
要
因
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
今
回
は
、
働
く
こ

と
へ
の
意
欲
を
高
め
る
意
味
合
い

を
強
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
部
の
労
働
者
だ
け
に
利
益
が
還

元
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
大
半

の
労
働
者
が
低
賃

金
で
あ
れ
ば
結
果

的
に
消
費
や
景
気

の
回
復
は
望
め
な

い
で
し
ょ
う
。

一
〇
日

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

・
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
一
日

・
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
4
日
未
満
、
七
月
～
九
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

・
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

二
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

・
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

・
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出
［
社
会
保
険
事
務
所
］

・
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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日
中
の
暑
さ
も
少
し
は
和
ら
い

で
き
た
頃
で
し
ょ
う
か
。
今
年
は
、

夏
の
記
録
的
な
猛
暑
に
加
え
、
夏

台
風
の
進
路
に
も
異
変
が
起
こ
り

ま
し
た
。
な
ん
と
な
く
日
本
の
四

季
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

の
は
、
気
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
。
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

Ｑ 当社の社員が、今月末の退職と合わせて「残り

の有給休暇を消化したい」と言ってきました。

有給休暇を取得させると、退職日まで数日しか出勤する

日がなく、業務の引継ぎに支障があります。拒否するこ

とはできますか。

Ａ いつ、どのように有給休暇を利用するかは労働

者の自由であり、会社が一方的に制約すること

はできないとされています。ただ、労働者の意向だけで

有給休暇が取得されたのでは会社の業務が滞ることが考

えられます。

そこで、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に

与えなければならないとしながらも、請求された時季に

有給休暇を与えることが『事業の正常な運営を妨げる場

合』には、他の時季に変更して与えることができるとし

ています。

しかし、退職予定者に対しては、会社を退職したあと

に有給休暇を与えることができません。残った有給休暇

を退職までの勤務日に充てたいといわれた場合、指定日

のかわりになる日がないときは、時季変更できないため、

拒否することはできません。

質問のように、業務の引継ぎ等の必要性からどうして

も出勤してほしいという場合には、あくまで退職予定者

の同意を前提に、消化できなかった有給休暇を買い上げ

ることも差し支えありません。

退職予定者の有給休暇

十
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

京
都
府
は
二
〇
円
増
に
！

最
低
賃
金
の
対
象
と

な
る
賃
金
は
？

二
年
連
続
で
の
賃
金

引
き
上
げ
で
…


